
第１３回院内集会 

２０１１.１.１９. 

１） ウォッチャー報告 

２） 行政・法令等ウォッチャー報告 

３） 収支報告 

４） 政府の｢原発事故収束宣言｣を受けて 

５） 今後の活動についての議論 

【議事内容】 



ウォッチャー報告 

２０１２．１．１９． 

2011年12月分 



 原子炉設備の状況 

１ 

◇1～3号炉すべて、炉底温度100℃以下 

◇燃料プール20℃台で安定 

◇4号機燃料プール塩分除去を再開 

 

※炉内状況不明､再臨界の可能性など変化なし 



２ 

 滞留水について 

◇滞留水は累計189,610t（月間28,030t）処理。 

  再利用は80,534t 

◇地下水への流出は防止されていると想定 

◇処理水受けタンク容量を135,200tに増強 

※滞留水全体量は､地下水の流入により毎月数万トン 

  ずつ増加しており､「滞留水全体量の減少」というステ 

  ップ２の目標は未達 

※漏水事故が相次いで発生。全長約４kmにわたる樹脂  

   製ホース配管に問題 



３ 

 モニタリング､除染について 

◇港内の海底土が160万Bq/kgの汚染 

◇除染モデル実証事業は廃棄物の仮置き場問題で  

  難航 

◇政府提案の「中間貯蔵施設」に双葉郡が反発 

※政府は中間貯蔵施設については検討するも､仮置き 

  場および発生源からの搬送は各自治体まかせ 



４ 

 被曝管理について 

◇作業員数：前月までのウォッチャー報告に誤りあり 

 

 
作業員数/日 

   被曝者数 

9月 

3,094 人 

7,003 人 

10月 

3,030 人 

6,562 人 

11月 

3,067 人 

6,022 人 

◇内部被曝測定未完は､約18,000人中100人余 

※平成21年度 放管手帳保有者   ：   75,988 人 

    20mSv超被曝者   ：           7 人 

※福島第一原発の３～11月従事者 ：  18,846 人 

             20mSv超被曝者   ：   3,312 人 

 



５ 

 中期計画､その他 

◇12月16日､ステップ２終了。｢事故の収束｣宣言 

◇12月21日､｢中長期ロードマップ｣発表 

※建屋内観察ロボット、建屋内除染方法、格納容器破 

  損状況確認・修理方法、燃料デブリ状況確認・取出し 

   方法等、膨大な開発項目がある。 

※開発計画の作成から取り掛かる必要があり、今後の  

   見通しは不鮮明 



行政・法令等
ウォッチャー報告 

２０１２．１．１９． 



 行政・法令等ウォッチャー・チームの活動 

１ 

◇国､自治体､関連団体の 
  情報収集､検証 

◇法令等の情報収集､検証 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
除
染 

国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

被
曝
・
健
康
管
理 

行動へ！ 



２ 

 川内村の線量測定位置図  



３ 

 川内村の状況  



４ 

労働安全衛生法に基づく電離則と除染電離則 

  東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された 

  土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障 

  害防止規則 （除染電離則） 

電離放射線障害防止規則 （電離則） 

■ 労働安全衛生法 

平成二十三年東北地方太平洋沖地震の特にやむを得ない緊急の場合に係る実用発電用 

原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示 

（平成二十三年経済産業省告示第四十号） 

平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための 

電離放射線障害防止規則の特例に関する省令 

（平成二十三年厚生労働省令第二十三号） 



５ 

 電離放射線障害防止規則の経緯 

実効線量 

１００ｍＳｖ/５年 

５０ｍＳｖ/１年 

１００ｍＳｖ 

２５０ｍＳｖ 

２５０ｍSｖ 
-----------

- 
１００ｍＳｖ 

9/30 → 11/1 → 12/16 → 3/14 → 4/30 → 電離則 

管理区域内において放射線
業務に従事する労働者（放
射線業務従事者）の被曝限
度 

緊急作業時における 
被曝限度 

半径３０ｋｍ 
圏内 

原子炉施設等又は
その周辺区域（告
示） 

２０１１年 ２０１２年 １９７２年 

特例 

３
・

１
１
東
日
本
大
震
災 

（原子炉施設等又はその周辺の0.1ｍＳｖ/時を超える恐れのある区域における原子炉冷却機能の喪失等に対応するため 
の応急の作業を行う場合を除き100ｍＳｖに引下） 



６ 

緊急時作業における被曝線量、被曝者数 

■ 2011年３月11日から2011年11月末 

緊急作業従事者総数 １８，８４６人 

外部被曝線量最大値 １８２．３３ｍSv  

内部被曝線量最大値  ５９０．００ｍSv 

外部・内部被曝線量合算最大値 ６７８．８０mSv 

５０ｍSv超え  ８５７人 

２０ｍSv超え ３，３１２人 

被曝線量 



７ 

被ばく線量の分布等について ① 

■ 被曝線量 
緊急作業に従事した作業者の３月～１１月末までの外部被曝線量分布 

※内部被曝線量は複数月にまたがる評価になっているケースが多いため､月別線量には加算していない 



８ 

■ 外部被曝線量と内部被曝線量の合算値の分布 

緊急作業に従事した作業者の１０月末(3/11-10/31)と11月末(3/11-11/30)までの累積線量分布 

被ばく線量の分布等について ② 



９ 

■ 外部被曝線量 
緊急作業に従事した作業者の１０月末まで(3月：3/11-31･4月：4/1-30･5月：5/1-31･6月：6/1-30･7月：7/1 
-31･8月：8/1-31･9月：9/1-30･10月：10/1-31)の外部被曝線量 

被ばく線量の分布等について ③ 

■ 内部被曝線量 
緊急作業に従事実績のある作業者のうち、11月21日までにＷＢＣ測定を実施した作業者の内部被曝線量 



10 

放射線物質汚染対処特措法(1月1日全面施行） 

 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事故により放出された 

 放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 （放射線物資汚染対処特措法 ） 

◇除染特別地域 （2.5μSv /h） 

楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村 
及び飯舘 村の全域並びに田村市、南相馬市、川俣 
町及び川内村の区域のうち警戒区域又は計画的避 
難区域である区域の１１市町村を指定 
 

◇汚染状況重点調査地域(0.23μSv /h) 

岩手、宮城、福島、栃木、群馬、埼玉、茨城、千葉、 
８県の１０２市町村を指定 
 

※除染ガイドライン 

第1編 汚染状況重点調査地域内における環境の 
     汚染の状況の調査測定方法のガイドライン 
第2編 除染等の措置に係るガイドライン 
第3編 除去土壌の収集・運搬に係るガイドライン 
第4編 除去土壌の保管に係るガイドライン 

地図出典：「電子国土」URL http://cyberjapan.jp/ 



11 

除染電離則 1月1日施行 

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を 
除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 （除染電離則） 

除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン 

４ 労働者教育 
（１）除染等事業者は、作業指揮者に対して教育を行うこと。 

（２）除染等事業者は、労働者に対して、次の区分ごとに特別の教育を行うこと。 
  ア 学科教育 （8時間） 
   ① 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量 
     の管理の方法に関する知識 
   ② 除染等作業の方法に関する知識 
   ③ 除染等業務に使用する機械等の構造及び取扱い 
     の方法に関する知識 
   ④ 関係法令 
  イ 実技教育 （4時間30分） 
     除染等作業の方法及び機械等の取扱い 

事業者が 
講ずべき措置 被ばく低減のための措置 労働者の教育、健康管理など 汚染拡大の防止措置        

１ ３ ２ 

平均空間線量率の測定・評価の方法：    

基本的考え方 

(2)測定は、専門の測定業者に委託 
   して実施することが望ましいこと 

 除染等業務に関する業務であっても建設業務に該当する場合は、労働者派遣の禁止 
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 除染電離則 被曝線量管理の対象及び方法 
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 除染電離則 被曝線量管理の対象及び方法について 

① 職業被曝限度（５０ｍSv/１年、１００ｍSv/5年）超えない管理：A＋B 
   ※妊娠する可能性のある女性については、3ヶ月で5mSvを超えない 

② ボランティア等（実効線量１ｍSv/1年を十分に下回る範囲） 

   Ａ：個人線量管理 （実効線量が年５ｍSv～５０ｍSv） 
①個人線量計による外部被曝測定 
②粉じんの度合い、土壌の放射性物質濃度に応じて、内部被曝測定 

 Ｂ：簡易な線量管理 
 （実効線量年約１ｍSv～３ｍSv) 

個人線量計を使わなくても可 
・代表者測定 
・空間線量から評価等 

概ね計画的避難区域、警戒区域の内側 

 線量管理不要 
 （実効線量年１ｍSvを 
 十分下回る） 

空間線量 
（μSv/h） 

3.6μSv/h 

2.5μSv/h 

0.23μSv/h 

ガイドラインで 
規定する事項 

・ボランティア 
・住民 
・農業従事者 
・自営業者等 

省令事項業とし 
て除染等を行う 
労働者のみ 

（年数十回（日）程度） 作業頻度 
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 放射線測定要員育成研修 

 ■東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋ステップ２完了報告書（５８P） 

  国は「放射線測定要員育成研修」（10/7までに計7回実施、約200名受講。12月中にさらに計3回実施 
  予定）  ※「福島原発行動隊」から25名受講 

 ■東京電力福島第一原子力発電所１-４号機の 

   廃止措置等に向けた中長期ロードマップ（27P)   

② 要員確保に向けた今後の取り組み 

     －放射線管理の場合 

      現在も実施している社員及び協力 

            企業社員を対象とした放射線測定 

            要員養成教育研修を継続して実施 

      し､今後必要性の高まる放射線関係 

      の要員を計画的に育成していく。 



収支報告 

２０１２．１．１９． 



 収支報告 

１ 

■ 正味財産計算書 

平成23年7月7日から12月31日      （単位：円） 

科目 金額 

Ⅰ．一般正味財産 
 1)経常利益 
  受取寄附 
  受取会費 
  雑収入 

 
 

12,176,619 
65,000 
5,241 

経常収益計 12,246,860 

 2)経常費用 
  役員報酬 
  広告宣伝費 
  会議費 
  旅費・交通費 
  出張旅費 
  通信費 
  事務用品・修繕費 
  諸会費その他  

 
 

200,000 
122,095 
80,851 

1,045,021 
1,126,872 

466,509 
653,132 

1,181.864 
 

経常費用計 4,876,344 

     一般正味財産期末 7,370,516 

Ⅱ．指定正味財産 0 

Ⅲ．正味財産期末残高 7,370,516 

■ 貸借対照表 

平成23年12月31日現在            （単位：円） 

科目 金額 

Ⅰ．資産の部 
 1)流動資産 
  現金 
  預金 

 
 

96,388 
6,094,259 

      流動資産合計 6,190,647 

 2)固定資産 
  その他の固定資産 

 
1,179,869 

      資産合計  7,370,516 

Ⅱ．負債の部 0 

Ⅲ．正味財産の部 
  負債及び正味財産合計 

 
7,370,516 



政府の 
「事故収束宣言」 

を受けて 

２０１２．１．１９． 



 一般社団法人「福島原発行動隊」の見解 

１ 

福島原発行動隊は、 

「若年の作業者に代わり､ 

シニアの退役者が 

最適な作業に従事する」 

ために立ち上がった。 



 一般社団法人「福島原発行動隊」の見解 

２ 

福島原発行動隊(8月3日付) 

｢政府および東電への提案文書｣ 
・福島第一原発の事故収束にはロードマップで示す「中長期 
 課題」からさらに廃炉までの長期にわたる作業が不可欠 

・ロードマップのステップ１／ステップ２に示された対策は､ 
 基本的には応急対策（仮設設備の設置） 

・事故の収束には､ステップ２以降の「中期的課題」の達成、 
 廃炉、さらに長期にわたる汚染廃棄物の管理保管が不可欠 
 な課題 

と指摘している。 



３ 

2011年12月16日､政府・東電は、 

ステップ２の完了で 

｢事故そのものは収束に至った｣ 

と判断した。 

“ステップ２の完了＝事故収束”という定義は、いつ出されたものか？ 

4月17日以降､12月16日までの東電のロードマップを見ても､このこ
とを明示した表現はどこにもない。 

 一般社団法人「福島原発行動隊」の見解 



４ 

政府による｢事故収束宣言｣については､ 
各方面からの批判も多い。 

福島原発行動隊 内部では、 
｢事故収束宣言｣に批判的な意見と同時に､ 

この宣言を正面から受け止めるべきである 
とする意見も存在している。 

しかしながら今後､使用済燃料プールの燃料取出し､ 
格納容器の修復､燃料デブリ取出し､ 

本格的な原子炉冷却装置の建設､滞留水処理､ 
放射能廃棄物の処理･処分､原子炉施設の解体など､ 

まだまだ困難な課題が残されていることを 
否定する者は誰もいない。 

 一般社団法人「福島原発行動隊」の見解 
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